令和８年度　桑名市防犯灯設置補助金の概要
１　補助金の額
自治会（各自治会及び連合自治会）がＬＥＤ防犯灯を新たに設置する場合、又は蛍光管等の防犯灯をＬＥＤ防犯灯に取り替える場合に、設置費の２分の１の額を補助します。
※１灯あたりの補助限度額は、15,000円とします。
※蛍光灯2027年問題に対応いただけるように１自治会あたりの灯数制限は設けません。
注意：以下の費用は補助の対象外となります。
・蛍光管などを取り替えるとき
・器具本体及び取り付けに関わる部品・機材（取付金具、支柱等）を修繕するとき
・既設のＬＥＤ防犯灯から新しいＬＥＤ防犯灯へ取り替えるとき
・補助金交付決定前に工事が完了しているとき
２　受付期間

補助金申請の受付は５月７日（木）から開始します。
※予算の範囲内での補助となるため、予算額に達し次第、受付を終了させていただきます。
※３月31日（火）までに設置工事が終了しない場合は、補助金交付対象外となります。

３　申請から補助金交付までの流れ
(1) 防犯灯設置補助金の申請者（自治会長等）は、防犯灯設置補助金交付申請書（様式第１号）に必要事項を記入のうえ、誓約書兼同意書(様式第３号)、役員等名簿(様式第２号)、見積書、設置箇所付近の見取図を添付し、危機管理室（市役所２階）または最寄りの地区市民センター、まちづくり拠点施設へ提出してください。
　　　※申請書等の様式は、市ホームページより「桑名市防犯灯設置補助金交付申請書類」をダウンロードしていただくか、危機管理室にてお受け取りください。
※防犯灯設置等に係る工事は、(2)の補助金交付決定通知書の受理後に発注するよう、十分ご注意ください。
(2) 申請書の受付審査終了後、本市より補助金交付決定通知書（様式第２号）を申請者宛に郵送いたします。（申請書提出の翌月10日頃発送見込み）
(3) 申請者は、上記の補助金交付決定通知書を受け取った後、速やかに防犯灯設置等に係る工事を見積業者へ発注してください。
※補助金交付決定前に設置工事を完了されますと、補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面もご確認ください）
(4) 防犯灯設置等に係る工事の完了後、防犯灯設置完了報告書（様式第３号）及び請求書に必要事項をご記入のうえ、設置状況写真並びに領収書（工事施工業者への支払いの確認のため、コピー可）を添付し、工事完了の日から30日以内または３月19日（金）までのいずれか早い日までに、危機管理室へ提出してください。

※防犯灯設置完了報告書及び請求書の請求額は、交付決定通知書の額を記入してください。
　　　　※領収書の金額は、当初の見積額と一致していることを確認してください。
一致していない場合は、補助金額の変更等の手続きが必要となります。
　　　　※当初の申請書提出時から完了報告書提出時までの間に申請者（自治会長等）が交代になった場合は、併せて「自治会長の交代について」を提出してください。

(5) 防犯灯設置完了報告書を受理した後、指定の金融機関口座へ補助金の振込みを行います。
※事務手続き上、振込みまでに１か月程度を要します。
※請求書の口座名義人や口座番号等に誤りがあった場合、振込が遅れることになりますの
で、金融機関名や名前の省略等の記入間違いがないようご注意ください。
４　その他

防犯灯設置補助金交付申請書（様式第１号）、誓約書兼同意書（様式第３号）、役員等名簿（様式第２号）、防犯灯設置完了報告書（様式第３号）、請求書の印鑑は、全て同じ印鑑で統一してください。（シャチハタ等のスタンプ印は不可です。）
　　　　※すべての書類について、申請者（自治会長等）の署名をもって記名・押印に代えることができますが、申請者ご本人が署名しない場合は、必ず押印をお願いします。
　　　　※記入時注意事項（申請書の書き方・完了報告書の書き方）をご参照ください。
お問い合わせ先
桑名市中央町二丁目37番地

桑名市役所　危機管理室

電話：0594-24-1337
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